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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子からなる画素がマトリックス状に配列されてなる表示装置において、
　前記表示装置は、前記画素の行間に配される庇と、その庇の上方にて突出された遮光部
とを備え、
　前記遮光部は、入射光が上方の庇の方向に反射され前記庇によって遮光されるように斜
め下方に傾斜する第一の傾斜面を前記画素の側に有し、且つ、その下方に配された庇の側
に第二の傾斜面を有し、
　前記第一の傾斜面が遮光部の配置面となす角度は、前記第二の傾斜面が遮光部の配置面
となす角度より大きい表示装置。
【請求項２】
　前記第一の傾斜面が遮光部の配置面となす角度が７０度から７５度であり、前記第二の
傾斜面が遮光部の配置面となす角度が３２度から２７度である請求項１に記載の表示装置
。
【請求項３】
　前記発光素子が配置されている領域は、微細な凹凸を有する請求項１または２のいずれ
か１つに記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、複数の発光素子をマトリックス状に配列してカラー画像を表示する表示装置
に関し、特に、発光ダイオード（ＬＥＤ）を利用してコントラストの高い鮮明映像を得る
ＬＥＤ表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の発光素子がドットマトリックス状に配列されてなる表示装置において、発光素子
が配置された面に入射する外部光が表示観測方向に反射して、表示装置のコントラストが
低下する。このコントラスト低下を抑制する手段として、主庇とは別に補助庇を備えた表
示装置が提案されている。
【０００３】
　例えば、特開平１１－３０５６８９号公報に開示される表示装置は、発光ダイオードが
ドットマトリックス状に配列されて固定された実装基板と、その発光ダイオードを駆動す
る手段を有する基板と、それらの基板を固定配置させるための筐体とを備える。さらに、
発光ダイオードの周辺は、発光ダイオードのリード電極や上記実装基板を外部環境から保
護するための充填材が充填されている。また、表示装置は、その表示面側に、発光ダイオ
ードの斜め上方からの外部光を遮断する主庇と、その主庇と発光ダイオードとの間に、上
記充填材の表面における反射を抑制する補助庇とを備える。
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－３０５６８９号公報。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の表示装置において、表示装置の下方からの視野角を確保しつつ、
コントラストを向上させることが十分にできなかった。例えば、主庇とは別に補助庇を備
える上述の表示装置において、下方からの表示装置の視野角を確保しつつ、画素と補助庇
との間における反射を抑制することが十分でなかった。すなわち、下方からの表示装置の
視野角を確保しようとすれば、画素と補助庇との間を所定の距離だけ空けなければならな
い。そのため、画素と補助庇との間の部分で、外部からの入射光が表示観測方向へ反射し
、コントラストの低下を招いていた。また、主庇とは別に補助庇を備える上述の表示装置
において、補助庇と主庇との間における外部光の反射を抑制することが十分でなく、コン
トラストの低下を招いていた。
【０００６】
　そこで、本発明は、発光素子が配置される面において、表示装置の下方からの視野角を
確保しつつ、表示観測方向へ反射しようとする光を抑制し、コントラストが向上された表
示装置とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以上の目的を達成するために本発明に係る表示装置は、発光素子からなる画素がマトリ
ックス状に配列されてなる表示装置において、上記表示装置は、上記画素の行間に配され
る庇と、その庇の上方にて突出された遮光部とを備え、上記遮光部は、斜め下方に傾斜す
る第一の傾斜面を上記画素の側に有していることを特徴とする。これにより、発光素子に
対して斜め上方から入射する外部光を遮光し、コントラストの高い表示装置とすることが
できる。
【０００８】
　また、上記遮光部は、その下方に配された庇の側に第二の傾斜面を有し、さらに第一の
傾斜面が遮光部の配置面となす角度は、第二の傾斜面が遮光部の配置面となす角度より大
きい。これにより、発光素子の配置面および遮光部の表面における発光観測方向への外部
光の反射を効率よく抑え、コントラストの高い表示装置とすることができる。
【０００９】
　また、上記発光素子が配置されている領域は、微細な凹凸を有する。これにより、発光
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素子が配置されている領域の周囲において、外部からの光は乱反射され、さらにコントラ
ストの高い表示装置とすることができる。
【００１０】
　また、庇の配置面から遮光部の頂部までの高さは、庇の配置面から庇の頂部までの高さ
より低い。これにより、遮光部の傾斜面における外部光の反射は、庇により遮光され、発
光観測方向に出射することがないため、コントラストが高い表示装置とすることができる
。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、表示装置の下方からの視野角を確保しつつ、発光観測方向へ反射しようとす
る光を抑制し、コントラストが向上された表示装置とすることができる。すなわち、本発
明における第一の傾斜面は、発光素子に対して斜め上方からの外部光が発光観測方向に反
射することを抑制する。また、庇は、第一の傾斜面および第二の傾斜面による外部光の反
射並びに発光素子に対して斜め上方からの外部光を遮光する。
【００１２】
　したがって、本発明にかかる表示装置は、表示装置の下方からの視野角を確保しつつ、
コントラストの高い表示装置とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明を実施するための最良の形態を、以下に図面を参照しながら説明する。ただし、
以下に示す形態は、本発明の技術思想を具体化するための表示装置を例示するものであっ
て、本発明は、表示装置を以下に限定するものではない。また、本明細書は特許請求の範
囲に示される部材を、実施の形態の部材に特定するものでは決してない。特に、実施の形
態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は特に特定的な記載
がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎな
い。なお、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇張してい
ることがある。さらに以下の説明において、同一の名称、符号については同一もしくは同
質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。
【００１４】
　発光素子からなる画素がマトリックス状に配列されてなる表示装置において、斜め下方
からの視野角を確保しつつ、コントラストを向上させるため、本発明者は、種々の検討を
行った。その結果、表示装置が画素の行間に配される庇と、その庇の上方にて突出された
遮光部とを備え、上記遮光部は、斜め下方に傾斜する第一の傾斜面を上記画素の側に有し
ていることを特徴とすることにより、上述の課題を解決するに至った。すなわち、発光素
子の斜め上方から第一の傾斜面に入射する光は、上方の庇の方向に反射されることにより
遮光される。そのため、発光素子に対して斜め上方から入射する外部光が表示装置の表示
観測方向への反射することが抑制され、コントラストの高い表示装置とすることができる
。
【００１５】
　以下、図面を参照しながら、本形態にかかる表示装置について詳述する。図１は、本形
態にかかる表示装置について、マトリックス配列された画素の列方向における断面の部分
的な拡大図である。また、図２は、本形態にかかる表示装置を表示面側から見た正面図で
あり、図３は、本形態にかかる表示装置の側面図である。なお、図１に示されるように、
表示面側から見て、「第一の庇１０２ａ、画素、遮光部１０３、第二の庇１０２ｂ」とな
るように各部材を順に配列させたとき、本明細書中における「上方」とは、第一の庇１０
２ａが配された領域の方向をいうものとする。また、「下方」とは、第二の庇１０２ｂが
配された領域の方向をいうものとする。
【００１６】
　本形態にかかる表示装置１００は、発光素子１０４が電気的および機械的に接続される
実装基板１０８と、発光素子１０４を駆動する手段である駆動回路を有する回路基板と、
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上記実装基板１０８および回路基板を外部環境から保護し配置固定するための筐体１０９
と、発光素子１０４の斜め上方からの外部光を遮断する庇１０２ａ、１０２ｂおよび庇と
発光素子１０４の間における外部光の反射を抑制するための遮光部１０３を有するルーバ
ー１０１とを備える。ここで、遮光部１０３は、少なくとも発光素子１０４の側に第一の
傾斜面１０３ａを有し、その第一の傾斜面１０３ａに入射された外部光を表示観測方向以
外の方向へ反射させるような傾斜角をつけてある。なお、本形態におけるルーバー１０１
は、庇１０２と遮光部１０３とが一体的に形成されている。
【００１７】
　本形態における表示装置の画素は、赤色、緑色および青色の光を発する発光ダイオード
からなる。例えば、赤色の光を発する発光ダイオードを１個、緑色の光を発する発光ダイ
オードを２個、青色の光を発する発光ダイオードを１個それぞれ配列させることにより一
画素を構成し、実装基板上に、１６行×１６列のドットマトリックス状に配置させてある
。なお、庇は、斜め上方からの外部光の直接入射を遮ることができるように、画素の配置
面の垂線に対して所定の角度だけ傾けて各画素の行間に配される。また、本発明における
「画素」は、赤色、緑色および青色の光を発する発光ダイオードからなるものに限定され
ることはない。すなわち、本発明における「画素」を構成する発光ダイオードは、その個
数や配列を限定されず、単色の発光ダイオードからなるものも含むものとする。
【００１８】
　筐体は、発光ダイオードが配列および固定された基板や、駆動回路が配設された基板な
どを外部環境から保護するための部材であり、筐体の内部は、充填材で被覆されている。
また、複数のＬＥＤで構成された１画素は、ルーバー１０１に形成させた開口部１０５の
内に配されている。さらに、その開口部１０５内に充填された充填材１０６は、発光ダイ
オードが固定された基板や発光ダイオードの封止部材から露出されたリード電極を被覆し
ている。
【００１９】
　ルーバー１０１の表面は、少なくとも表示装置の表示面となる側に、微少な酸化珪素粒
子を含有させた艶消し剤入り黒色塗料を塗布させてある。この塗装により、ルーバーの表
面に凹凸を形成してある。
【００２０】
　図１に示されるように、遮光部１０３は、画素の側に第一の傾斜面１０３ａを有し、さ
らに、遮光部１０３の下方に配された第二の庇１０２ｂ側に第二の傾斜面１０３ｂを有す
る。これにより、第二の傾斜面１０３ｂにて反射された外部光は、その下方に配された第
二の庇１０２ｂの方向にて遮光されるため、表示観測方向にて観測されることがない。な
お、本形態における遮光部の形状は、図１に示されるように、庇の配置面から突出された
部分の断面が三角形状であるものに限定されない。すなわち、庇の先端部と同様に、遮光
部の先端部が所定の曲率を有していてもよい。また、第一の傾斜面１０３ａまたは第二の
傾斜面１０３ｂが曲面であってもよい。
【００２１】
　また、庇が配置されている面と、第一の傾斜面とがなす角度をθ１、庇が配置されてい
る面と、第二の傾斜面とがなす角度をθ２とすると、θ１＞θ２を満たすことが好ましい
。例えば、図１に示される表示装置において、庇１０２および遮光部１０３は、それぞれ
開口部の側壁上面１０５ａに配されているとみなすことができる。そして、図１に示され
るように、発光素子が収容される開口部の側壁上面１０５ａと、第一の傾斜面１０３ａと
が遮光部１０３の側に成す角度をθ１、開口部の側壁上面１０５ａと、第二の傾斜面１０
３ｂとが遮光部１０３の側に成す角度をθ２とすると、θ１＞θ２を満たすことが好まし
い。このような第一の傾斜面と第二の傾斜面の傾斜角度とすることにより、発光素子の配
置面および遮光部の表面における発光観測方向への外部光の反射を効率よく抑え、コント
ラストの高い表示装置とすることができる。すなわち、θ１≦θ２のとき、表示装置の斜
め上方からの外部光が第一の傾斜面にて表示観測方向への反射することを抑制できなくな
る。また、θ１≦θ２のとき、第二の傾斜面において外部光を下方の庇の方向へ反射させ
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ることができなくなる。このように、θ１≦θ２のときは、第一の傾斜面および第二の傾
斜面の両方において、外部光を遮光する遮光部の機能が低下してしまう。本形態における
θ１およびθ２について、具体的には、θ１が６０度から６５度のとき、θ２は５３度か
ら４０度が好ましい。より好ましくは、θ１が７０度から７５度のとき、θ２は３２度か
ら２７度である。
【００２２】
　また、上記発光素子が配置されている領域は、微細な凹凸を有する。例えば、発光ダイ
オードを内部に配するための開口部の側壁上面は、微細な凹凸形状を有することが好まし
い。このような微細な凹凸は、例えば、微少な酸化珪素粒子を含有させた艶消し剤入り黒
色塗料を塗布することにより形成することができる。これにより、発光素子が配置されて
いる領域の周囲において、外部からの光は乱反射され、さらにコントラストの高い表示装
置とすることができる。
【００２３】
　また、庇が配置された面から遮光部の頂部までの高さ（ｈ）は、庇が配置された面から
庇の頂部までの高さ（Ｈ）より低い。より具体的には、θ１およびθ２が上述したような
条件を満たすとき、高さの差（ｈ－Ｈ）は、５．９ｍｍから７．２ｍｍとすることが好ま
しく、８．０ｍｍから８．６ｍｍとすることがより好ましい。これにより、遮光部の第一
の傾斜面および第二の傾斜面における外部光の反射は、その遮光部の上方および下方に配
された庇により遮光される。そのため、表示観測方向への外部光の反射が抑制され、表示
装置の下方からの視野角を確保しつつ、コントラストが高い表示装置とすることができる
。以下、本形態の各構成について詳述する。
【００２４】
　（充填材１０６）
充填材は、発光ダイオード、筐体、発光ダイオードが配置された配線基板およびルーバー
などとの密着性がよいことが求められる。また、駆動回路を保護するため、柔軟性や耐候
性が要求される。このような充填材の材料は、具体的に、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、
シリコン樹脂から選択された少なくとも一種などが挙げられる。また、コントラスト向上
のためにこれらの樹脂中に黒色など暗色系の着色染料や着色顔料を含有させても良い。さ
らに、熱伝導を向上させる目的で熱伝導部材を含有させても良い。熱伝導部材としては発
光ダイオード間にも配されることから電気電導しないことが求められる。具体的には酸化
銅、酸化銀が挙げられる。
【００２５】
　（発光ダイオード１０４）
本形態における発光素子として、ＬＥＤチップやレーザダイオード（ＬＤ）など種々の発
光素子を利用することができる。本形態における発光ダイオードは、種々の半導体発光素
子がリード電極やパッケージなどに配置され、リード電極と電気的に接続された後、樹脂
などの透光性部材により被覆されたものが好適に用いられる。
【００２６】
　半導体発光素子として好適に利用されるＬＥＤチップは、一種類で単色発光させても良
いし複数用いて単色或いは多色発光させても良い。具体的には、液相成長法、ＨＤＶＰＥ
法やＭＯＣＶＤ法により基体上にＺｎＳ、ＳｉＣ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＩｎＮ、ＡｌＮ、Ｚ
ｎＳｅ、ＧａＡｓＰ、ＧａＡｌＡｓ、ＩｎＧａＮ、ＧａＡｌＮ、ＡｌＩｎＧａＰ、ＡｌＩ
ｎＧａＮ等の半導体を発光層として形成させたものが好適に用いられる。半導体の構造と
しては、ＭＩＳ接合、ＰＩＮ接合やＰＮ接合を有したホモ構造、ヘテロ構造あるいはダブ
ルへテロ構成のものが挙げられる。半導体層の材料やその混晶度によって発光波長を紫外
光から赤外光まで種々選択することができる。また、所望に応じて量子効果が生ずる薄膜
とした単一量子井戸構造や多重量子井戸構造とすることもできる。
【００２７】
　特に、野外でも好適に利用することができる表示装置とするときには、高輝度発光可能
な発光素子が求められる。そこで、緑色系及び青色系の高輝度な発光する発光素子の材料
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として、窒化ガリウム化合物半導体を選択することが好ましい。また、赤色系の発光する
発光素子の材料として、ガリウム・アルミニウム・砒素系の半導体やアルミニウム・イン
ジュウム・ガリウム・燐系の半導体を選択することが好ましい。また、窒化物系化合物半
導体とその発光波長により励起され、種々色に発光する蛍光体とを組み合わせた発光ダイ
オードにより構成することもできる。
【００２８】
　なお、カラー表示装置とためには、赤色系の発光波長が６１０ｎｍから７００ｎｍ、緑
色が４９５ｎｍから５６５ｎｍ、青色の発光波長が４３０ｎｍから４９０ｎｍのＬＥＤチ
ップを組み合わせることが好ましい。
【００２９】
　ＬＥＤチップは、そのＬＥＤチップに電力を供給するリード電極と電気的に接続され、
ＬＥＤチップを外部から保護する封止部材にて被覆することにより発光ダイオードとされ
る。封止部材の材料としては、エポキシ樹脂、ユリア樹脂などの耐候性に優れた透明樹脂
や酸化珪素、酸化チタンなどの無機材料が好適に用いられる。
【００３０】
　また、封止部材に拡散材を含有させることによって発光ダイオードからの指向性を緩和
させ視野角を増やすことができる。拡散材としては、チタン酸バリウム、酸化チタン、酸
化アルミニウム、酸化珪素等が好適に用いられる。更に、封止部材を所望の形状にするこ
とによって発光ダイオードからの発光を集束させたり拡散させたりするレンズ効果を持た
せることができる。具体的には、水平方向の視野角を広げるための楕円形状、凸レンズ形
状、凹レンズ形状やそれらを複数組み合わせた形状である。さらに封止部材に着色顔料や
着色染料を含有させ所望外の波長をカットするフィルターの役目をもたすこともできる。
【００３１】
　（筐体１０９）
筐体とは、配線基板上にマトリックス状に配列された発光ダイオードや駆動回路が配置さ
れた基板などを外部から機械的に保護する部材であり、所望の大きさに形成させることが
できる。筐体の具体的材料は、成型のしやすさなどからポリカーボネート樹脂、ＡＢＳ樹
脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂などとすることが好ましい。また、筐体の内部表面は
、充填材との接着面積を増やすための凹凸加工や、充填材との密着性を向上させるための
プラズマ処理を施すことが好ましい。
【００３２】
　（実装基板１０８）
本形態における実装基板は、発光ダイオードが配列および固定され、その発光ダイオード
に電力を供給する導体配線を有する。発光ダイオードは、そのリード電極が半田などの導
電性部材により、実装基板に対して電気的および機械的に接続される。発光ダイオードを
配置する実装基板は、各発光ダイオードを所望の形状に配置し基板に設けられた銅箔など
の導電性パターンと電気的に接続するための部材であり、駆動手段が配された基板と兼用
することもできる。基板は、機械的強度が高く熱変形の少ないものが好ましい。具体的に
はセラミックス、ガラス、アルミニウム合金等を用いたプリント基板が好適に利用できる
。基板表面のうち、発光ダイオードが実装される側の表面は、表示装置の表示面でもある
ため、コントラスト向上のために黒色系に着色されていることが好ましい。また、基板表
面は、その表面を被覆する充填材との密着性を向上させるため、凹凸加工やシボ加工され
ていることが好ましい。
【００３３】
　（ルーバー１０１）
本形態におけるルーバーは、太陽光などの外来光が直接発光ダイオードに照射されるのを
抑制する庇と、その庇の下方の配された別の庇と発光ダイオード１０４との間に配され、
外来光を表示装置の表示観測面以外の方向に反射させる傾斜面を有して突出された遮光部
１０３とからなる。ここで、遮光部１０３は、発光ダイオード１０４が配された側に面し
て、その発光ダイオード１０４の側から下方に傾斜する第一の傾斜面１０３ａまたは、そ
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の下方の庇の側に配される第二の傾斜面１０３ｂとを有する。また、ルーバー１０１は、
発光ダイオード１０４を内部に配するための開口部１０５を備える。
【００３４】
　庇は、表示装置の設置場所に応じて、発光ダイオードの配置面に対して所望の傾斜角で
取り付けることができる。すなわち、表示装置の上方から照射される太陽光などからの外
来光は、太陽角を持つ。そのため、庇は、表示装置が取り付けられる面に対して、ある程
度の角度がついて取り付けられていることが好ましい。さらに、この角度は、表示装置が
使用される場所や、その使用時間を考慮して、所望の大きさに調されることが好ましい。
これにより、発光ダイオードが太陽光に直接照射されることがなくなる。
【００３５】
　また、庇は、表示装置の視認距離に合わせて、傾斜角を調整できるように、表示面に対
する角度が可変であることが好ましい。このような庇の傾斜角は、表示面の垂直線から下
側（視認者側）に０度から１０度の範囲とすることが好ましい。なお、庇は、遮光部と同
様の材料で一体的に形成してルーバーとすることもできるし、別々に形成させた庇と遮光
部を組み合わせてルーバーとることもできる。
【００３６】
　ルーバーの具体的材料は、例えば、ポリカーボネート樹脂、ＡＢＳ樹脂、エポキシ樹脂
やフェノール樹脂などやアルミニウム、銅の単体及びそれら金属中にＭｇ、Ｓｉ、Ｆｅ、
Ｃｕ、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｚｎ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｐｂ、Ｓｎなど他の金属を所望量含有させた合金
が好適に挙げられる。
【００３７】
　特に、ガラス繊維入りポリカーボネートは、耐候性のあるルーバーを比較的簡単に形成
することができるため好ましい。また、着色剤を含有させることによりルーバー自体を黒
色など暗色系に着色することが比較的簡単にできる。一方、ルーバーにガラス繊維を含有
させることにより、機械的強度をより向上させることができる。
【００３８】
　同様に、金属材料からなるルーバーにおいても金属表面に黒色塗料を塗布してコントラ
スト比を改善することができる。しかしながら、比較的平滑な金属表面では塗布された塗
料面自体が暗色系であったとしても塗料が外来光を吸収しきれず全反射されコントラスト
比が低下することがある。そのため、金属により形成された桟自体、或いは桟の表面に微
細な粒子などを含有させた艶消し剤入りの着色剤を塗布することによりコントラスト比の
低下をより顕著に抑制することもできる。なお、このような艶消し剤は、ルーバー、筐体
に施すこともできる。
【００３９】
　本形態におけるルーバーは、庇や遮光部の表面あるいは発光ダイオードを配置させる開
口部の側壁上面に微細な凹凸を有することができる。このような微細な凹凸は、視認者側
に外来光が直接反射することにより生ずるコントラストの低下を抑制することができる。
このような凹凸は、例えば、ルーバーの表面に対するサンドブラスト加工や、微細粒子を
含有する塗料をルーバーの表面に塗布することにより形成することができる。また、ルー
バーの材料を、多孔性のセラミックス等とすることにより、凹凸を有するルーバーとする
こともできる。
【００４０】
　このような凹凸は、ＪＩＳ Ｂ０６０１により、粗さ曲線のカットオフ値（λｃ）０．
８ｍｍ、粗さ曲線の基準長さ２．４０ｍｍの条件で算術平均粗さ（Ｒａ）が１～５０μｍ
の範囲が好ましく、より好ましくは２～１０μの範囲である。また、十点平均粗さ（Ｒｚ
）が５～１００μｍの範囲が好ましく、より好ましくは１０～５０μｍの範囲である。し
たがって、このような微細な凹凸は凹凸処理されていない平滑面とは明らかに相違する。
【００４１】
　（駆動手段）
本形態における駆動手段とは、発光ダイオードに電圧を印加する駆動回路などを有し、発
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光ダイオードの点灯を制御するためのものである。さらに、駆動手段は、発光ダイオード
が配列および固定された実装基板と電気的に接続される。
【００４２】
　より具体的には、ダイナミック駆動される表示装置は、駆動手段からの出力パルスによ
ってマトリックス状に配した発光ダイオードが駆動される。このような駆動回路としては
、入力される表示データを一時的に記憶させる記憶手段と、記憶手段に記憶されるデータ
から発光ダイオードを所定の時間に点灯させるための階調信号を演算する階調制御回路と
、階調制御回路の出力信号でスイッチングされて、発光ダイオードを点灯させるドライバ
とにより構成することができる。例えば、ドライバがオンのとき発光ダイオードが点灯さ
れ、オフのとき消灯することができる。各発光ダイオードの点灯時間を制御することによ
り所望の映像データなどを表示することができる。また、表示データは、中央演算処理装
置などにより駆動回路に入力させることができる。
【実施例１】
【００４３】
　以下、図面を参照しながら本発明に係る実施例について詳述する。なお、本発明は以下
に示す実施例のみに限定されないことは言うまでもない。
【００４４】
　図１は、本実施例にかかる表示装置１００の断面を部分的に拡大した図であり、図２は
、本実施例にかかる表示装置１００の正面図であり、図３は、本実施例にかかる表示装置
１００の側面図である。
【００４５】
　本実施例にかかる表示装置１００は、発光ダイオード１０４が電気的および機械的に接
続される実装基板１０８と、発光ダイオード１０４を駆動する手段である駆動回路を有す
る回路基板（図示せず）と、上記実装基板および回路基板を外部環境から保護し配置固定
するための筐体１０９と、開口部１０５、庇１０２および遮光部１０３を有するルーバー
１０１とを備える。ここで、開口部１０５は、内部に発光ダイオード１０４を収容するた
め、開口部の側壁上面が庇１０２および遮光部１０３の付け根部分に位置するようにルー
バー１０１に形成させてある。さらに、上記開口部の側壁上面１０５ａは、艶消し加工に
より微細な凹凸を有する。
【００４６】
　庇１０２は、その長手方向がマトリックス状に配列された画素の行方向に延伸するよう
に、その画素の上方に第一の庇１０２ａおよび下方に第二の庇１０２ｂとして、それぞれ
配されている。庇１０２は、表示装置の表示観測面側において、艶消し加工により微細な
凹凸を有する。
【００４７】
　遮光部１０３は、第一の庇１０２ａと第二の庇１０２ｂの間であって、かつ画素の下方
に列毎に配されている。なお、ルーバー１０１の開口部の側壁上面１０５ａから遮光部１
０３の頂部までの高さは、同じ側壁上面から庇１０２の頂部までの高さより８．０ｍｍだ
け低い。
【００４８】
　さらに、遮光部１０３は、ルーバーに形成させた開口部１０５の下方にて、その断面が
頂角７８度の三角形状となるように、庇１０２が開口部の側壁上面１０５ａから突出して
いる方向と同じ方向に突出されている。また、遮光部１０３は、その長手方向が庇１０２
の長手方向に沿って延伸するように配されている。さらに、遮光部１０３は、画素側に第
一の傾斜面１０３ａと、下方に配された第二の庇１０２ｂの側に第二の傾斜面１０３ｂと
を有し、その傾斜面に入射された外部光を表示観測方向以外の方向へ反射させるような傾
斜角をつけてある。
【００４９】
　ここで、本実施例にかかる表示装置１００において、庇１０２および遮光部１０３は、
それぞれ開口部１０５の側壁上面１０５ａに配されているとみなす。すると、画素側の第
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一の傾斜面１０３ａと上記開口部１０５の側壁上面１０５ａとが遮光部１０３の側に成す
角度をθ１、第二の傾斜面１０３ｂと上記開口部１０５の側壁上面１０５ｂとが遮光部の
側に成す角度をθ２とすることができる。本実施例において、θ１は７０度、θ２は３２
度とし、θ１はθ２より３８度だけ大きくする。
【００５０】
　緑色、青色及び赤色が発光可能なＬＥＤチップに用いられる発光層の半導体は、それぞ
れＩｎＧａＮ（発光波長５２５ｎｍ）、ＩｎＧａＮ（発光波長４７０ｎｍ）、ＡｌＧａＩ
ｎＰ（発光波長６６０ｎｍ）とする。各ＬＥＤチップは、それぞれＡｇペーストにてリー
ドフレームにダイボンディングされた後、金線によりそれぞれワイヤーボンディングさせ
、ＬＥＤチップとリードフレームとを電気的に接続させる。さらに、封止部材として、エ
ポキシ樹脂で被覆させて、封止部材の頂部の側から見て、略楕円形状の封止部材を形成さ
せる。このように、緑色、青色及び赤色が発光可能な発光ダイオードをそれぞれ形成させ
る。本実施例における１画素は、赤色１個、緑色２個、青色１個の発光ダイオードを利用
して、その緑色２個が対角方向に配列されるように、２列×２行のマトリックス状に配列
させたものとする。さらに、図２に示されるように、一画素は、８行×１６列のドットマ
トリックス状にプリント基板上に配列させ、基板の導電性パターンとハンダ付けさせる。
これをガラス繊維入りポリカーボネートにより形成させた筐体内部に配置し、螺子止めに
より固定させる。なお、断面が楕円となるような封止部材とされた発光ダイオードは、そ
の楕円の長軸方向が表示装置の水平方向となるように実装基板に配列される。なお、発光
ダイオードは、基板の垂線に対して約６度だけ傾けて配置される。
【００５１】
　ルーバー１０１は、庇１０２および遮光部１０３が表示装置１００の表示面側となるよ
うに、また、発光ダイオードを収容する開口部が庇の間に配されるように、一体成型され
る。さらに、ルーバー１０１は、上記実装基板１０８に配された発光ダイオード１０４の
一画素が開口部内に位置するように、筐体１０９に取り付けされる。発光ダイオード１０
４の先端部を除いて、筐体１０９、発光ダイオード１０４のリードフレーム部分および実
装基板１０８の一部が被覆されるように、シリコンゴムを充填する。その後、温度２７℃
、湿度２０％６５時間でシリコンゴムを硬化させる。最後に、発光ダイオードを駆動手段
と電気的に接続させ表示装置とする。
【００５２】
　本実施例における表示装置の上下方向は、画素のドットマトリックス配列の列方向であ
り、庇の長手方向は、画素のドットマトリックス配列の行方向である。本実施例における
表示装置は、その上下方向を鉛直方向と略一致させ、さらに庇の長手方向を水平方向と一
致させる。さらに、表示装置の下方を地面方向にして取り付けられる。このようにして取
り付けられた表示装置は、下方からの視野角の最大を約４２度に確保しつつ、斜め上方約
６４度から水平方向の範囲内にて入射する外来光が表示観測方向に反射することが抑制さ
れ、コントラストを向上させることができる。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明は、複数の発光素子をマトリックス状に配列してカラー画像を表示する表示装置
として、特に、屋外においてもコントラストの高い鮮明映像を得るカラーディスプレイと
して利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】図１は、本発明の一実施例にかかる表示装置の断面を部分的に拡大した図である
。
【図２】図２は、本発明にかかる表示装置の表面図である。
【図３】図３は、本発明のかかる表示装置の側面図である。
【符号の説明】
【００５５】
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　１００・・・表示装置
１０１・・・ルーバー
１０２・・・庇
１０２ａ・・・第一の庇
１０２ｂ・・・第二の庇
１０３・・・遮光部
１０３ａ・・・第一の傾斜面
１０３ｂ・・・第二の傾斜面
１０４・・・発光ダイオード
１０５・・・開口部
１０５ａ・・・開口部の側壁
１０６・・・充填材
１０７・・・螺子
１０８・・・基板
１０９・・・筐体

【図１】 【図２】
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